
様式第１号（第２-２-(1)関係）

計 画 等 の 案 の 概 要

名 称 第４期静岡県多文化共生推進基本計画

公表するもの 第４期静岡県多文化共生推進基本計画（案）

県民意見の募集
有

有の場合は

その募集期間

令和７年12月22日（月）

～令和８年１月21日（水）
無

担 当 課 等 名 企画部多文化共生課 電話番号 054-221-3316

総 合 計 画 に

おける位置づけ

7 誰もが活躍できる社会の実現

7-1 活躍しやすい環境の整備と働き方改革

（3）女性、高齢者、障害のある人、外国人の活躍できる社会の実現

7-2 誰もが理解し合える共生社会の実現

（1）多文化共生社会の実現

審議会等の名称 静岡県多文化共生推進協議会

１ 趣旨

「静岡県多文化共生推進基本条例」に基づき、「第４期静岡県多文化共生推進基本計画」を策定

します。本計画は、今後３年間の多文化共生社会の実現に向けた本県の取組を推進するため、多文

化共生を取り巻く現状、社会情勢の変化やこれまでの取組の課題を踏まえて策定します。

２ 骨子

（１）名 称 第４期静岡県多文化共生推進基本計画

（２）方針期間 令和８年度(2026年度)から令和10年度(2028年度)

（３）めざす姿 日本一の多文化共生県～相互理解の下、多様性を活力に、誰もが輝く静岡県～

（４）内 容

※計画は、「やさしい日本語」・英語・ポルトガル語でも作成します。

柱 内 容

柱１

多文化共生県の実現に向け

た機運醸成

・ インターカルチュラルの理念の普及

・ 外国人県民と日本人県民の相互理解と交流の促進

柱２

外国人県民の活躍支援

・ 未来を拓く日本語教育の推進

・ 地域や職場での外国人の活躍支援、

・ 外国ルーツのこどもの活躍支援

柱３

安心で快適な暮らしの充実

・ ライフステージに応じた相談・情報提供の推進

・ 防災、防犯対策の推進

・ 正確でわかりやすい情報の発信


